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応
急
対
応
・
事
前
対
策
に
重
点

応
急
対
応
・
事
前
対
策
に
重
点

国
交
省

対
策
本
部
防
災
・
減
災
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
決
定

Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
推
進
協
が
意
見
交
換

技
能
者
処
遇
改
善
へ
活
用
促
進

国
土
交
通
省
は
６
月
２５

日
、
東
京
・
霞
が
関
の
中
央

合
同
庁
舎
３
号
館
幹
部
会
議

室
で
第
９
回
防
災
・
減
災
対

策
本
部
（
本
部
長
・
斉
藤
鉄

夫
国
交
相
）
を
開
き
、
令
和

６
年
度
「
総
力
戦
で
挑
む
防

災
・
減
災
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

を
決
定
し
た
。
と
く
に
今
年

度
は
「
能
登
半
島
地
震
を
踏

ま
え
た
防
災
対
策
の
推
進
」

を
テ
ー
マ
に
災
害
発
生
後
の

被
害
を
軽
減
す
る
応
急
対
応

や
被
害
防
止
・
軽
減
に
向
け

た
事
前
対
策
に
重
点
的
に
取

り
組
ん
で
い
く
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
と

応
急
対
応
で
は
迅
速
な
情
報

収
集
や
資
機
材
・
装
備
品
の

充
実
な
ど
に
よ
る
自
治
体
支

援
、
物
資
輸
送
の
確
保
な
ど

に
力
を
入
れ
る
。
ま
た
事
前

対
策
で
は
上
下
水
道
な
ど
防

災
イ
ン
フ
ラ
の
充
実
・
強
化

や
防
災
型
ま
ち
づ
く
り
な
ど

を
推
進
す
る
。
こ
れ
に
伴
い

同
省
防
災
業
務
計
画
も
修
正

し
、
関
係
法
令
の
改
正
な
ど

を
具
体
化
し
て
い
く
。

議
事
終
了
後
、
斉
藤
国
交

相
が
幹
部
職
員
に
訓
示
し

「
能
登
半
島
地
震
か
ら
多
く

の
経
験
・
教
訓
を
得
た
。
変

化
す
る
社
会
情
勢
や
実
際
の

対
応
で
明
ら
か
に
な
っ
た
諸

課
題
を
踏
ま
え
、
災
害
対
応

の
不
断
の
見
直
し
・
改
善
が

重
要
だ
。
想
定
さ
れ
る
大
規

模
災
害
に
対
し
て
も
ハ
ー
ド

・
ソ
フ
ト
両
面
か
ら
さ
ら
な

る
対
策
強
化
・
充
実
を
図
る

必
要
が
あ
る
。
イ
ン
フ
ラ
を

運
用
・
管
理
す
る
当
省
と
し

て
は
耐
震
化
な
ど
を
速
や
か

に
推
進
す
る
た
め
、
決
定
し

た
施
策
を
前
倒
し
で
実
行
す

る
。
必
要
な
予
算

確
保
や
制
度
改
正

に
つ
い
て
も
し
っ

か
り
取
り
組
ん
で

ほ
し
い
」
と
積
極

的
な
取
り
組
み
を

促
し
た
。

国
土
交
通
省
は
６
月
２０
日
、
東
京
・
港
区
の
Ｔ
Ｋ
Ｐ
赤
坂
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
で
令
和
６
年
度
第
１
回

「
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
処
遇
改
善
推
進
協
議
会
」
（
会
長
・
蟹
澤
宏
剛
芝
浦
工
業
大
学
建
築
学
部
教

授
）
を
開
き
、
今
後
の
重
点
課
題
に
つ
い
て
活
発
に
意
見
交
換
し
た
。
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
（
Ｃ
Ｃ

Ｕ
Ｓ
）
の
活
用
を
通
じ
て
技
能
者
が
適
切
に
処
遇
さ
れ
る
取
り
組
み
を
産
学
官
の
連
携
で
促
進
す
る
こ
と
を
確

認
。
技
能
者
の
就
業
履
歴
の
蓄
積
と
能
力
評
価
の
環
境
整
備
な
ど
を
一
段
と
強
化
す
る
。

同
協
議
会
は
建
設
業
社
会

保
険
推
進
・
処
遇
改
善
連
絡

協
議
会
を
発
展
的
に
改
組
し

た
。
建
設
業
団
体
、
建
設
業

関
係
団
体
、
発
注
者
団
体
、

地
方
関
係
団
体
な
ど
１
０
６

団
体
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

当
日
は
国
交
省
の
塩
見
英

之
不
動
産
・
建
設
経
済
局
長

が
冒
頭
あ
い
さ
つ
に
立
ち

「
将
来
を
担
う
人
材
を
確
保

・
育
成
す
る
制
度

改
革
を
行
わ
な
け

れ
ば
建
設
業
の
未

来
は
な
い
。
賃
上

げ
や
働
き
方
改
革

が
少
し
ず
つ
進
ん

で
い
る
が
、
ほ
か

の
産
業
に
比
べ
れ

ば
改
善
の
余
地
は

ま
だ
大
き
い
。
本

日
は
当
協
議
会
の

今
後
３
年
間
に
わ
た
る
方
向

性
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
た

だ
き
た
い
。
な
か
で
も
違
法

性
が
疑
わ
れ
る
一
人
親
方
対

策
を
強
化
し
、
法
令
違
反
が

な
く
て
も
過
度
な
下
請
構
造

を
改
め
な
い
と
い
け
な
い
。

若
手
が
建
設
業
へ
の
入
職
を

希
望
す
る
よ
う
な
建
設
業
を

め
ざ
す
こ
と
が
大
切
だ
」
と

強
調
し
た
。

議
事
で
は
６
月
７
日
に
建

設
業
法
と
公
共
工
事
の
入
札

契
約
適
正
化
法
の
改
正
法
案

が
国
会
で
成
立
し
た
こ
と
か

ら
、
今
後
の
処
遇
改
善
や
資

材
高
騰
に
伴
う
労
務
費
へ
の

し
わ
寄
せ
防
止
、
働
き
方
改

革
・
生
産
性
向
上
の
具
体
化

に
向
け
た
行
動
に
つ
い
て
説

明
。
今
回
の
法
改
正
を
踏
ま

え
、Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
の
活
用
促
進
、

一
人
親
方
対
策
の
強
化
、
賃

上
げ
推
進
と
労
務
費
の
着
実

な
配
分
な
ど
を
今
後
の
重
点

課
題
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

こ
の
う
ち
Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
の
活

用
促
進
で
は
技
能
・
経
験
に

則
し
た
適
切
な
処
遇
を
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
今
後
の
地
域

の
担
い
手
を
確
保
・
育
成
す

る
持
続
可
能
な
建
設
業
の
実

現
を
め
ざ
す
。
具
体
的
に
は

技
能
者
の
修
業
履
歴
の
蓄
積

と
能
力
評
価
制
度
の
充
実
・

強
化
、
労
務
安
全
シ
ス
テ
ム

と
の
連
携
な
ど
を
加
速
す
る

方
針
だ
。
ま
た
Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
の

利
用
拡
大
に
向
け
た
３
カ
年

計
画
に
基
づ
き
技
能
者
の
登

録
拡
大
・
メ
リ
ッ
ト
拡
大
・

定
着
発
展
の
３
フ
ェ
ー
ズ
で

処
遇
改
善
と
業
務
効
率
化
を

同
時
に
実
現
し
て
い
く
。

一
人
親
方
に
つ
い
て
は
社

員
へ
の
時
間
外
労
働
規
制
や

法
定
福
利
費
の
支
払
い
を
免

れ
る
た
め
、
意
図
的
に
一
人

親
方
と
し
て
雇
用
し
て
い
る

ケ
ー
ス
が
後
を
絶
た
な
い
。

こ
う
し
た
実
態
の
把
握
に
努

め
て
適
切
な
処
置
を
施
す
一

方
、
改
善
し
な
い
企
業
に
は

現
場
入
場
の
拒
否
な
ど
強
い

姿
勢
で
臨
む
。
こ
れ
に
伴

い
」
賃
金
交
渉
や
法
定
福
利

費
の
支
払
い
、
工
期
平
準
化

な
ど
も
促
進
す
る
。

賃
上
げ
推
進
と
労
務
費
の

着
実
な
配
分
に
つ
い
て
は
５

％
以
上
の
賃
上
げ
目
標
を
達

成
す
る
た
め
、
法
定
福
利
費

を
記
載
し
た
見
積
り
の
提
出

率
を
現
行
よ
り
も
３
割
高
め

に
引
き
上
げ
る
。
支
払
い
原

資
の
確
保
・
配
分
に
受
発
注

者
が
連
携
し
て
努
め
る
こ
と

を
求
め
て
い
く
。

こ
の
あ
と
出
席
し
た
関
係

団
体
か
ら
意
見
聴
取
を
行
っ

た
。
全
国
管
工
事
業
協
同
組

合
連
合
会
（
藤
川
幸
造
会

長
）
な
ど
が
加
盟
す
る
一
般

社
団
法
人
建
設
産
業
専
門
団

体
連
合
会
の
柳
澤
庄
一
専
務

理
事
は
「
処
遇
改
善
は
担
い

手
確
保
に
直
結
し
て
い
る
。

安
値
受
注
、
日
給
制
な
ど
現

在
の
請
負
金
額
の
決
定
方
法

に
は
問
題
が
あ
り
、
４
勤
８

休
制
で
な
い
と
若
手
を
確
保

す
る
の
は
困
難
だ
。
元
請
は

法
令
順
守
な
ど
価
格
以
外
の

部
分
で
下
請
を
選
定
す
る
よ

う
な
発
想
の
転
換
が
必
要
で

は
な
い
か
。
見
積
り
へ
の
満

額
回
答
も
検
討
し
て
ほ
し

い
。
収
入
が
確
保
で
き
れ
ば

違
法
性
の
あ
る
一
人
親
方
も

な
く
な
る
と
思
う
」
と
要

望
。
ま
た
「
不
適
切
な
一
人

親
方
の
基
準
を
明
確
に
し
て

ほ
し
い
」
と
い
っ
た
意
見
も

見
受
け
ら
れ
る
な
ど
白
熱
し

た
議
論
を
展
開
し
た
。

能力評価の整備強化能力評価の整備強化

今後の重点課題を打ち出す

塩見局長

幹部職員に訓示する
本部長の斉藤国交相
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